
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
七
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
寄
附
金
の
納
付
に
つ
い
て
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
を
指

定
納
付
受
託
者
に
指
定
し
た
。 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

寄
附
金
、
指
定
納
付
受
託
者
の
事
務
所
の
所
在
地
等
及
び
指
定
期
間 

                      

二 

指
定
を
し
た
日 

令
和
七
年
十
月
二
十
日 

ふ
る
さ
と
納
税
サ
イ

ト
「
Ａ
Ｎ
Ａ
の
ふ
る

さ
と
納
税
」
を
利
用

し
て
納
付
さ
れ
る
寄

附
金 

ふ
る
さ
と
納
税
サ
イ

ト
「
ふ
る
な
び
」
を

利
用
し
て
納
付
さ
れ

る
寄
附
金 

ふ
る
さ
と
納
税
サ
イ

ト
「
楽
天
ふ
る
さ
と

納
税
」
を
利
用
し
て

納
付
さ
れ
る
寄
附
金 

寄

附

金 

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
南
三
丁
目
五
番
七

号 株
式
会
社
Ｄ
Ｇ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
テ
ク
ノ 

ロ
ジ
ー 

代
表
取
締
役 

篠 

寛 

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
一
番
三
号 

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
株
式
会
社 

代
表
取
締
役
社
長
執
行
役
員
Ｃ
Ｅ
Ｏ 

中

山 

一
郎 

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
三
丁
目
二
十
六
番
二

十
号 

株
式
会
社
ア
イ
モ
バ
イ
ル 

代
表
取
締
役
社
長 

野
口 

哲
也 

東
京
都
世
田
谷
区
玉
川
一
丁
目
十
四
番
一

号 楽
天
グ
ル
ー
プ
株
式
会
社 

代
表
取
締
役
会
長
兼
社
長 

三
木
谷 

浩

史 

 

指
定
納
付
受
託
者
の
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
氏
名 

令
和
七
年
十
月
二
十

日
か
ら
令
和
八
年
三

月
三
十
一
日
ま
で 

令
和
七
年
十
月
二
十

日
か
ら
令
和
八
年
三

月
三
十
一
日
ま
で 

令
和
七
年
十
月
二
十

日
か
ら
令
和
八
年
三

月
三
十
一
日
ま
で 

指

定

期

間 
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